別紙１
広報ふじさわ広告掲載について

　藤沢市の広報紙「広報ふじさわ」には、平成１６年５月１０日号から有料広告を掲載しています。
「広報ふじさわ」は、毎月１０日号と２５日号の２回発行しており、どちらの号にも広告を掲載いただくことができます。
※広告掲載希望数や重要な行政記事数が多い場合、掲載号変更のご相談をしたり、　　
掲載をお断りしたりする場合があります。

１　広報ふじさわに掲載する広告は、行政広報の公共性及び品位を損なうおそれがないもので、次のいずれにも該当しないものとします。
  (1) 公序良俗に反するおそれがあるもの
(2) 政治的活動、宗教的活動に関するもの
  (3) 求人広告に関するもの
  (4) 個人・団体の意見広告、名刺広告
  (5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）の規定に該当する営業に係るもの又はこれに類するもの
  (6) 消費者保護の観点からふさわしくないもの
  (7) 人権を侵害するおそれのあるもの
  (8) 児童及び青少年の健全育成に反するおそれのあるもの
(9) 塾、予備校等に関するもの
(10) その他広告として適当でないと市長が認めるもの

２　掲載の優先順位
(1) 国、地方公共団体、公益法人及びこれらに類するもの
  (2) 私企業のうち、公共性の高いもの
  (3) 私企業のうち、市内に事業所等を有するもの
  (4) その他

３　広告掲載の申し込みなど
  (1) 掲載を希望する方は、別紙の「広報ふじさわ広告掲載申込書」により掲載希望号発行日の原則60日前までに、市役所企画政策部広報シティプロモーション課へお申し込みください。なお、広告枠の空きが無く、お申し込みをお受けできない場合があります。

(2)　広告代理店の方がお申し込みいただく場合、広告掲載申込書の「広告の内容」欄に広告主名などの情報を記載してください。
(3) 発行日の概ね60日前にお申し込みを締め切った後、掲載が決定した方にご連絡を差し上げます。掲載が決定した方は、市が指定する期日（発行日の概ね30日前）までに、広告の原稿データをご提出ください。

４　広告の原稿データ
原稿データは、完全版下原稿（そのまま印刷・入稿に使用できる完成した原稿）とし、次のデータ２点をメール等で提出してください。
(1) aiデータ（編集ソフトAdobe　Illustratorで作成したデータ）
※カラーはスミとシアンの２色刷り（カラーモードはCMYKに設定）、フォントはアウトライン化、画像は埋め込み処理してください。Adobe　Illustrator以外の編集ソフトで作成したデータは使用できません。
(2) PDFデータ
　　(1)のデータをPDFデータに変換したもの

５　広告掲載料
(1) 広告掲載サイズと掲載料金（掲載１回当たり）
	  規  　　　　格
	  料　　金

	  縦 9.1㎝×横24.4㎝
	  200,000円

	  縦 9.1㎝×横12.1㎝
	  100,000円

	  縦 4.5㎝×横12.1㎝
	   50,000円



(2) 広告掲載料のお支払い 
市から送付する「納付書」をお持ちの上、市指定の金融機関でお支払いただくか、市の口座にお振込みいただくようお願いいたします。
お支払いは広告掲載後、概ね２ヶ月以内にお願いいたします。3/10号、3/25号、4/10号に掲載した場合、お支払いは４月末までに必ずお願いいたします。

問い合わせ：藤沢市役所企画政策部
広報シティプロモーション課 
電話　0466-50-3500（直通）
FAX　 0466-24-5929 　   
